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◆問い合わせ／共同募金委員会事務局　☎２１－２４１４

↓こちらから申込↓

◆申込・問い合わせ／帯広市成年後見支援センター　☎２０－３２２５

◆問い合わせ／母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１

帯広市成年後見支援センター「みまもーる」主催帯広市成年後見支援センター「みまもーる」主催

みんつなカフェのご紹介みんつなカフェのご紹介

地域福祉活動助成事業のご案内地域福祉活動助成事業のご案内 赤い羽根
共同募金運動が
始まりました

共同募金を財源とした助成事業
令和８年度事業を募集します！

　帯広市の地域福祉向上のために取り組まれている民間団体等の事
業に対して共同募金運動に寄せられた募金を財源として、事業費の
助成を行っています。
◆対象となる事業
　令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）までの期間に実
施される、住民参加による福祉活動や地域福祉向上のための事業など
◆助成金について
　対象事業費の２分の１以内かつ上限50万円の範囲で交付
◆募集期間
　令和７年11月７日（金）～令和７年12月９日（火）
＊詳細や申込に関する様式は当会ホームページよりご確認いただけます。

　今年で79回目を迎える共同募金運動が10月１日から全国一斉に行わ
れています。共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすこ
とができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体
を応援しています。
　「じぶんの町を良くするしくみ。」として、子どもや高齢者、障がい
のある人などを支援する福祉活動のほか、大規模災害発生時には、被
災地支援にも役立てられます。一人ひとりの思いやりが身近な福祉活
動を支えています。ぜひ、赤い羽根共同募金に今年もご協力をお願い
いたします。

　専門家や市民後見人と一緒にお茶を飲みながらお話しませんか？
　この先に頼れそうな後見に関わる弁護士などの専門士業と交流が持て
る場です。
　“今後を見据えて情報収集したい方”“第三者で後見人になってくれる方
を探したい方”“親族または専門職で後見人をしている方”など、後見制
度に関わっている方や興味がある方なら、どなたでもご参加いただけます。

＊みんつなカフェは交流の場ですので、個別相談は別途お受けします。

ひとり親家庭のための就業支援セミナー

【日　時】今年度はあと２回開催予定です
　令和7年12月17日（水）午後２時～
　令和8年  3月19日（木）午後２時～
【場　所】帯広市グリーンプラザ会議室ＢＣ
【定　員】20名　　【参加費】無料
【申　込】開催日の１週間前までに下記連絡
先までお申し込みください。

養育費と親子交流セミナーと個別相談会

当センターでは、セミナー以外の日も個別相談を
随時受け付けています。
また、弁護士による無料法律相談会も毎月実施し
ていますので、ぜひご利用ください。

自分の聞こえの状態をチェックしてみましょう

▲『エゾリスと白樺』

『脈々と』

▲

今年のピンバッジは、帯広農業高校
農業クラブの生徒さんから２点デザ
インいただきました。

～～共同募金は以下のような事業に活用されています～～
●福祉施設の整備や車両の購入
●ＮＰＯ法人や福祉団体などが地域福祉向上のために実施する事業
●ボランティア団体の活動を推進するための事業
●社会福祉協議会が実施する各種地域福祉推進事業
　�（地域交流サロン事業、小地域ネットワーク活動推進事業、広報紙発行
事業、障害児者余暇活動支援事業、ボランティア活動推進事業）
●�台風や地震など大規模災害の被災地での災害ボランティアセンター等の
活動支援

チェックが1つ以上ついた場合は、耳鼻咽喉科で診察・診断を受けることをお勧めします

「聞こえづらさ」が進むと、
　 音が聞こえず、危険を察知する能力が低下する
　 家族や友人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる
　 社会的に孤立し、うつ状態になる
このような状態が続くと、認知機能に影響をもたらす可能性があります。

難聴は認知症の危険因子の一つとされているので、早めに難聴を発見する
ことが大切です。

（難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた関係者の連携に関する手引きより引用）

□ 会話をしている時、聞き返すことがよくありますか
□ �相手の言った内容を聞き取れなかったとき、推測で言葉を判断する

ことがありますか
□ �電子レンジの「チン」という音や、ドアのチャイ
ムの音が聞こえにくいと感じることがありますか

□ �家族に「テレビやラジオの音量が大きい」とよく
言われますか

□ �大勢の人がいる場所や周りがうるさい中での会話
は、聞きたい人の声が聞きづらいと感じますか

聞こえのチェックリスト

　例年、町内会長様へ配付しておりました共同募金の資材につきまして、
今年度より一括での配付を取りやめることとなりました。
　今後も共同募金運動にご協力いただける町内会様は、個別に資材をお
届けしますので誠にお手数ですが、事務局までご一報いただけますよう
お願い申し上げます。
　皆さまのあたたかいご支援に、心より感謝申し上げます。

共同募金に関するお知らせ共同募金に関するお知らせ（町内会長の皆さまへ）（町内会長の皆さまへ）

　離婚前後で養育費のこと、親子交流のこと、公正証書の作成方法など…
お悩みの方はぜひご参加ください。
【日　時】	（セミナー）11月15日（土） 13：00～14：00
	 （個別相談）同日14：10～16：00の間で、１人あたり30分実施
【場　所】	 帯広市グリーンプラザ １階 会議室BC（セミナー）・会議室A（個別相談）
	 （帯広市公園東町３丁目９番地１）
【講　師】	 法テラス釧路　弁護士　髙上　賢治　氏
【申　込】	 11月７日（金）までにGoogleフォームより申し込み
	 （電話・メール・来所による申し込みも可）
【参加費】	 無料　　【託　児】あり（要予約／無料）
【対　象】	 十勝管内に居住しているひとり親家庭の父母及び寡婦・寡夫
	 ひとり親家庭になる可能性のある父母等
【定　員】	（セミナー）先着10名（個別相談）セミナー参加者のうち先着３名

くらしの掲示板

運動期間：10月１日（水）〜12月31日（水）

助成団体の活動をご紹介
「未来の種委員会」では、IoT機器等備品整備
事業、またそれらの機器を用いた遠隔による
就労・教育を支援する活動を行っています。
今年度は21団体30事業の地域福祉活動に対し
て助成を行います。



◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４
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社協会員社協会員にになりませんか？なりませんか？

◆担当／総務課　☎２１－２４１４

　社協の活動に賛同いただき、納入いた
だく会費は、福祉のまちづくりに貢献す
ることにつながります。皆さまのご協力
をお願いいたします。

加入期間は１年間です。
（４月～翌３月）

●個人会員：１口    500 円／年
●団体会員：１口 1,000 円／年
●法人会員：１口 5,000 円／年

入会期間

入会区分

◆問い合わせ／在宅福祉課
☎21－2677登録ホームヘルパー（パート型）募集

在宅で生活をされている高齢者や障がいのある人の日常生活のサポートをする仕事です。
●資　　格	 介護福祉士・介護職員初任者研修修了者・帯広市生活援助員養成研修修了者
●選考方法	 書類選考及び面接
●勤務日・時間	 日曜日～土曜日、7時～ 20時のうち、ご都合に合わせて働くことができます。
●賃 金 等	 ○基本時給　1,130 円 / 時間
	 ○各種手当　条件に合わせて下記の手当を上乗せして支給
	 　・資格手当　30円 /時間　　・経験手当	   20 円 / 時間
	 　・処遇改善支援手当	 150 円 / 時間
	 　・早朝（７～８時）・夜間（18時～ 20時）加算	 250 円 / 時間
	 　・土曜日、日曜日、祝日加算	 250 円 / 時間
	 ○稼働実績手当（一時金）　年間の総稼働時間に応じて支給
●そ の 他	 勤務に伴う移動経費、通信費の支給、各種研修あり
	 ユニフォーム（被服）等の貸与、マスク・ゴム手袋の支給

愛情銀行愛情銀行
市民の皆さまから寄せられる寄付金品の窓口として、善意をお預かりし、地域福祉の向上のために活用しております。市民の皆さまから寄せられる寄付金品の窓口として、善意をお預かりし、地域福祉の向上のために活用しております。
変わらぬ皆さまのあたたかいご協力、ご支援ありがとうございます。変わらぬ皆さまのあたたかいご協力、ご支援ありがとうございます。
掲載内容：令和７年７月１日～令和７年９月30日の実績（敬称省略）※個人情報保護の関係からご了解をいただいた方のみを記載しています。掲載内容：令和７年７月１日～令和７年９月30日の実績（敬称省略）※個人情報保護の関係からご了解をいただいた方のみを記載しています。

●アラヤ総合設計㈱　　　●帯広中央ライオンズクラブ　　　●帯広のまつり推進委員会　　　●個人（１名）
■金銭預託

【使用済み切手】北海道ユニセフ協会様へ寄付し、世界の子どもたちの支援に役立てられています。
●新稲田長生会　　　　●㈱設備テック　　　　●帯広電信通郵便局　　　　●（社福）真宗協会帯広至心寮
●光南ほほえみ倶楽部　●緑栄ゆうあいサロン　●かたぎり不動産　　　　　●文教民生委員児童委員協議会
●コスモスサロン　　　●㈱かたぎり　　　　　●帯広市役所（窓口、生活支援第１課、環境課、収納課）
●本願寺帯広別院仏教婦人会　　　　　　　　　●個人（９名）
【その他】	●帯広おもちゃ病院クラブ（クレーンゲーム機）　　　●宗教法人松緑神道大和山北海道連合青年会（車イス）
　　　　　 ●個人（荷締めベルト、紙オムツ、尿取りパッド、制服）

【リングプル】リサイクル業者様にて換金後、益金を本会の地域福祉事業費として活用しています。
●サロンあかしや　　　●西１０号ふれあいサロン　　　　●㈱設備テック　　　　　　●なごやかサロン
●三友西町内会　　　　●帯広市グリーンプラザ窓口　　●東こまどり町内会　　　　●ワークセンターはまなす
●新稲田長生会　　　　●帯広鈴蘭ライオンズクラブ　　●帯広市役所（受付）　　　●荏原環境プラント㈱帯広管理事務所
●東あいあいサロン　　●東北地区老連友愛委員会　　　●帯広身体障害者福祉協会　●第一生命保険㈱帯広営業オフィス
●緑栄ゆうあいサロン　●本願寺帯広別院仏教婦人会　　●北海道電力ネットワーク㈱道東統括支店　　　　　　　　
●コスモスサロン　　　●個人（29名）

■物品預託

▲�ご寄付をされた（左から）アラヤ総合
設計㈱ 総務課 新谷利侑 様、代表取
締役 坂井健 様、会長 新谷代 様、寄
付を受けた畑中三岐子社協会長

教育支援資金のご紹介教育支援資金のご紹介
　北海道社会福祉協議会からの受託事業として、所得の少ない世帯
を対象に、高校や大学などに進学するための貸付を受付しています。
　貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくはお問い合
わせください。

◆据 置 期 間　卒業後６か月以内
◆償 還 期 間　貸付額に応じて
　　　　　　　最長20年以内（無利子）

返 済 方 法

　学校教育法が定める学校（高校や高専、短大・専修学校・大学）
への入学に際し、必要な経費（入学金、制服等で学校指定により入
学時に購入するものなど）を貸し付けします。
◆貸付限度額　　500,000円以内
◆申 込 期 限　　令和８年２月27日（金）まで

就学支度費の貸付

　学校教育法が定める学校（高校や高専、短大・専修学校・大学）
に在学し、修学するために必要な経費（授業料、学校納入諸経費な
ど）を貸し付けします。
◆貸付限度額（月額）
　●高　校………………………… 35,000円以内
　●高専・短大・専修学校……… 60,000円以内
　●大　学………………………… 65,000円以内
◆申 込 期 限　　令和８年２月27日（金）まで

教育支援費の貸付

令和７年度 成年後見フォーラム
「あったらいいな！まるっとつながる　たすけあい」
　８月８日（金）とかちプラザにおいて成年後見フ
ォーラムを開催し、110名の方にご参加いただき
ました。
　今年度も長谷川亮弁護士、中田裕一司法書士、
杉野全由社会福祉士、市役所担当職員をお迎えし、
基調講演と昨年好評だった座談会を行い、成年後
見制度の仕組みや後見活動の実情などをわかり易
くお話しいただきました。

令和７年度 市民後見人養成研修
　今年度の市民後見人養成研修が９月23日（火）に終了しました。
　９名の受講生が全31カリキュラムを受講、修了証が授与されました。
　今年度も初日は公開講座として、
養成研修受講生と公開講座参加者
が一緒に学びました。
　弁護士や市役所担当職員らが講
師となり、参加者から「大変わかり
やすく勉強することが出来ました」
と感想がありました。

▲�ご講演いただいた
　杉野全由社会福祉士

▲�畑中三岐子会長（前列中央）と修了
証を受け取った９名の受講生

登録用紙は
こちらから

開　催　報　告開　催　報　告

お子さまの就学費用お子さまの就学費用にに ボランティア事業
雪かきボランティアを募集します

除雪に関しての詳細は、ホームページにも記載しています。

皆さまの善意を地域福祉の一助に皆さまの善意を地域福祉の一助に

　自力で除雪ができない高齢の方や障がいのある方を対象に、除雪支
援を行います。実施に向けて、雪かきボランティアとして協力してい
ただける方・団体を募集します！事前登録が必要になりますので、登
録を希望される方は地域福祉課（２１－２４１４）までご連絡ください。
募集期間：令和７年11月４日（火）～令和８年２月27日（金）
活動期間：登録完了した日～令和８年３月31日（火）
活動内容：�概ね15ｃｍ以上の降雪があった日に対象

者宅を訪問し、生活通路の確保をする
ために除雪を行います。


